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市
は
、
新
た
な
地
域
医
療
体
制

を
構
築
す
る
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。「
民
間
の
病
院
に
任
せ
て
お

け
ば
…
」「
市
の
財
政
は
大
丈
夫

か
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や

疑
問
が
思
い
浮
か
ぶ
方
も
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
今
回
か
ら
地
域
医
療

の
将
来
像
を
考
え
る
上
で
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
テ
ー
マ
を
３
回
に
わ
た

っ
て
取
り
上
げ
、
４
回
目
で
は
、

市
医
療
体
制
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ

ン
（
全
体
構
想
）
案
を
示
し
ま
す
。

１
回
目
の
テ
ー
マ
は
「
公
立
医
療

施
設
の
役
割
と
必
要
性
」
で
す
。

　 

民
間
で
は
難
し
い

　
　
　 

　 

役
割
を
担
う

　
医
療
は
役
割
に
よ
っ
て
大
き
く

一
次
医
療
か
ら
三
次
医
療
に
分
け

ら
れ
ま
す
（
下
図
）。
一
般
的
に
、

民
間
医
療
機
関
は
一
次
、
県
立
病

院
は
二
次
、
大
学
病
院
な
ど
が
三

次
医
療
を
担
い
ま
す
。
市
立
病
院

最
前
線
に
立
つ 

市
立
病
院
・
診
療
所

      
|
公
立
医
療
施
設
の
役
割
と
必
要
性

|

【
特
別
連
載
�
市
が
目
指
す
地
域
医
療
の
将
来
像
・
第
１
回
（
全
４
回
）

・
診
療
所
は
一
次
と
二
次
の
２
つ

の
役
割
を
担
い
ま
す
が
、
比
較
的

一
次
に
近
く
、
民
間
医
療
機
関
と

同
様
に
地
域
医
療
の
最
前
線
に
立

っ
て
い
ま
す
。

　
県
や
市
の
公
立
医
療
施
設
は
、

地
域
で
必
要
と
さ
れ
る
医
療
の
う

ち
、
採
算
性
な
ど
の
面
か
ら
民
間

医
療
機
関
で
は
担
う
こ
と
が
難
し

い
医
療
を
提
供
す
る
役
割
も
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
へ
き
地
や
過
疎

地
で
の
医
療
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
を
は
じ
め
と
す
る
感
染
症
へ

の
対
応
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
特
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
対
応
で
は
、
発
熱
外
来
の

設
置
や
感
染
者
用
の
入
院
病
床
を

用
意
す
る
な
ど
、
現
在
も
中
核
的

な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
重

要
性
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　 

維
持
に
は
市
民
の
理
解
が 

　 

不
可
欠

　
こ
の
よ
う
に
、
市
立
病
院
・
診

療
所
は
市
民
に
寄
り
添
い
、
民
間

医
療
機
関
で
は
対
応
す
る
こ
と
が

難
し
い
医
療
を
提
供
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
医
療
施
設

を
維
持
す
る
た
め
に
は
一
定
の
財

政
負
担
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に

は
市
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
が
不
可

欠
で
す
。
市
は
、
皆
さ
ん
と
共
に

地
域
医
療
を
支
え
て
い
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
本
庁
政
策
企
画

課
寄
り
添
う
奥
州
会
議
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
（
☎
24-

２
１
１
１
、

内
線
１
４
２
６
）

⦿
次
回
以
降
、
地
域
の
医
療
ニ
ー

ズ
や
、
市
の
財
政
状
況
な
ど
に
つ

い
て
詳
し
く
お
知
ら
せ
し
て
い
き

ま
す
。

一次医療

民間医療機関
など

二次医療

県立病院
など

三次医療

大学病院
など

健康管理・予防・
病気の初期治療

民間医療機関で扱えない
ような病気に対応。入院・
手術が必要な場合

特殊な医療や先進
的な医療を必要と
する場合

■図　医療の役割


